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(57)【要約】
　実装は、一般にテレビユーザの健康状態のモニタリン
グに関する。いくつかの実装では、方法が、テレビを観
ることを含むユーザの１又は２以上の活動を検出するス
テップを含む。方法は、ユーザの１又は２以上の健康バ
イタルをモニタするステップをさらに含む。方法は、１
又は２以上の活動及び１又は２以上の健康バイタルのモ
ニタリングに基づいてユーザの健康状態を追跡するステ
ップをさらに含む。方法は、健康状態に基づいて１又は
２以上の健康異常を検出するステップをさらに含む。方
法は、１又は２以上の所定のポリシーに基づいて１又は
２以上の健康異常に対応するステップをさらに含む。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１又は２以上のプロセッサと、
　１又は２以上の非一時的コンピュータ可読記憶媒体に符号化された、前記１又は２以上
のプロセッサによって実行されるロジックと、
を備えたシステムであって、前記ロジックは、実行時に、
　　テレビを観ることを含むユーザの１又は２以上の活動を検出するステップと、
　　前記ユーザの１又は２以上の健康バイタルをモニタするステップと、
　　前記１又は２以上の活動及び前記１又は２以上の健康バイタルの前記モニタリングに
基づいて前記ユーザの健康状態を追跡するステップと、
　　前記健康状態に基づいて１又は２以上の健康異常を検出するステップと、
　　１又は２以上の所定のポリシーに基づいて前記１又は２以上の健康異常に対応するス
テップと、
　を含む動作を実行する、
ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記システムは固定位置に存在する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記システムは前記テレビに関連する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記１又は２以上の活動は食べることを含む、
請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記ロジックは、実行時に、前記ユーザが食べている食物のタイプを認識するステップ
を含む動作をさらに実行する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記１又は２以上の健康バイタルの前記モニタリングは、テレビリモコン装置に関連し
て実行される、
請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記健康バイタルのうちの少なくとも１つは心拍数である、
請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　プログラム命令を記憶した非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記プログラ
ム命令は、１又は２以上のプロセッサによって実行された時に、
　テレビを観ることを含むユーザの１又は２以上の活動を検出するステップと、
　前記ユーザの１又は２以上の健康バイタルをモニタするステップと、
　前記１又は２以上の活動及び前記１又は２以上の健康バイタルの前記モニタリングに基
づいて前記ユーザの健康状態を追跡するステップと、
　前記健康状態に基づいて１又は２以上の健康異常を検出するステップと、
　１又は２以上の所定のポリシーに基づいて前記１又は２以上の健康異常に対応するステ
ップと、
を含む動作を実行する、ことを特徴とするコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項９】
　前記コンピュータ可読記憶媒体は固定位置に存在する、
請求項８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１０】



(3) JP 2021-532922 A 2021.12.2

10

20

30

40

50

　前記命令は、前記テレビに関連して実行される、
請求項８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１１】
　前記１又は２以上の活動は食べることを含む、
請求項８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１２】
　前記命令は、実行時に、前記ユーザが食べている食物のタイプを認識するステップを含
む動作をさらに実行する、
請求項８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１３】
　前記１又は２以上の健康バイタルの前記モニタリングは、テレビリモコン装置に関連し
て実行される、
請求項８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１４】
　前記健康バイタルのうちの少なくとも１つは心拍数である、
請求項８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１５】
　コンピュータに実装された方法であって、
　テレビを観ることを含むユーザの１又は２以上の活動を検出するステップと、
　前記ユーザの１又は２以上の健康バイタルをモニタするステップと、
　前記１又は２以上の活動及び前記１又は２以上の健康バイタルの前記モニタリングに基
づいて前記ユーザの健康状態を追跡するステップと、
　前記健康状態に基づいて１又は２以上の健康異常を検出するステップと、
　１又は２以上の所定のポリシーに基づいて前記１又は２以上の健康異常に対応するステ
ップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　前記方法を実装するシステムは固定位置に存在する、
請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記方法は、前記テレビに関連して実行される、
請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記１又は２以上の活動は食べることを含む。
請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ユーザが食べている食物のタイプを認識するステップをさらに含む、
請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記１又は２以上の健康バイタルの前記モニタリングは、テレビリモコン装置に関連し
て実行される、
請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　様々な用途で生体測定データを追跡する装置を着用又は携行する人々が増えている。例
えば、人々は、心拍数及び健康レベルを追跡する生体測定センサを備えた電話機及びモバ
イルフィットネス装置を携行することができる。このような装置は、消費カロリー、歩数
、距離などを追跡することもできる。アプリケーションの中には、人々が食物を追跡する
のに役立つものもある。しかしながら、ユーザは、電話機を取り出し、選択されたアプリ
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ケーションを開き、手動で情報を入力する必要がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　実装は、一般にテレビユーザの健康状態のモニタリングに関する。いくつかの実装では
、システムが、１又は２以上のプロセッサと、１又は２以上の非一時的コンピュータ可読
記憶媒体に符号化された、１又は２以上のプロセッサによって実行されるロジックとを含
む。このロジックは、実行時に、テレビを観ることを含むユーザの１又は２以上の活動を
検出するステップと、ユーザの１又は２以上の健康バイタルをモニタするステップと、１
又は２以上の活動及び１又は２以上の健康バイタルのモニタリングに基づいてユーザの健
康状態を追跡するステップと、健康状態に基づいて１又は２以上の健康異常を検出するス
テップと、１又は２以上の所定のポリシーに基づいて１又は２以上の健康異常に対応する
ステップとを含む動作を実行する。
【０００３】
　このシステムに関してさらに言えば、いくつかの実装では、システムが固定位置に存在
する。いくつかの実装では、システムがテレビに関連する。いくつかの実装では、１又は
２以上の活動が食べることを含む。いくつかの実装では、ロジックが、実行時に、ユーザ
が食べている食物のタイプを認識するステップを含む動作をさらに実行する。いくつかの
実装では、１又は２以上の健康バイタルのモニタリングが、テレビリモコン装置に関連し
て実行される。いくつかの実装では、健康バイタルのうちの少なくとも１つが心拍数であ
る。
【０００４】
　いくつかの実施形態では、プログラム命令を有する非一時的コンピュータ可読記憶媒体
を提供する。このプログラム命令は、１又は２以上のプロセッサによって実行された時に
、テレビを観ることを含むユーザの１又は２以上の活動を検出するステップと、ユーザの
１又は２以上の健康バイタルをモニタするステップと、１又は２以上の活動及び１又は２
以上の健康バイタルのモニタリングに基づいてユーザの健康状態を追跡するステップと、
健康状態に基づいて１又は２以上の健康異常を検出するステップと、１又は２以上の所定
のポリシーに基づいて１又は２以上の健康異常に対応するステップとを含む動作を実行す
る。
【０００５】
　このコンピュータ可読記憶媒体に関してさらに言えば、いくつかの実装では、コンピュ
ータ可読記憶媒体が固定位置に存在する。いくつかの実装では、命令が、テレビに関連し
て実行される。いくつかの実装では、１又は２以上の活動が食べることを含む。いくつか
の実装では、命令が、実行時に、ユーザが食べている食物のタイプを認識するステップを
含む動作をさらに実行する。いくつかの実装では、１又は２以上の健康バイタルのモニタ
リングが、テレビリモコン装置に関連して実行される。いくつかの実装では、健康バイタ
ルのうちの少なくとも１つが心拍数である。
【０００６】
　いくつかの実装では、方法が、テレビを観ることを含むユーザの１又は２以上の活動を
検出するステップを含む。方法は、ユーザの１又は２以上の健康バイタルをモニタするス
テップをさらに含む。方法は、１又は２以上の活動及び１又は２以上の健康バイタルのモ
ニタリングに基づいてユーザの健康状態を追跡するステップをさらに含む。方法は、健康
状態に基づいて１又は２以上の健康異常を検出するステップをさらに含む。方法は、１又
は２以上の所定のポリシーに基づいて１又は２以上の健康異常に対応するステップをさら
に含む。
【０００７】
　この方法に関してさらに言えば、いくつかの実装では、方法を実装するシステムが固定
位置に存在する。いくつかの実装では、方法が、テレビリモコン装置に関連して実行され
る。いくつかの実装では、１又は２以上の活動が食べることを含む。いくつかの実装では
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、方法は、ユーザが食べている食物のタイプを認識するステップをさらに含む。いくつか
の実装では、１又は２以上の健康バイタルのモニタリングが、テレビリモコン装置に関連
して実行される。いくつかの実装では、健康バイタルのうちの少なくとも１つが心拍数で
ある。
【０００８】
　本明細書の残り部分及び添付図面を参照することにより、本明細書に開示する特定の実
装の特質及び利点をさらに理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本明細書で説明するいくつかの実装に使用できるテレビ環境例のブロック図であ
る。
【図２】いくつかの実装によるテレビユーザの健康状態をモニタするフロー図例である。
【図３】本明細書で説明するいくつかの実装に使用できるテレビ環境例のブロック図であ
る。
【図４】いくつかの実装による、生体測定センサを使用してテレビユーザの健康状態をモ
ニタするフロー図例である。
【図５】いくつかの実装による、テレビユーザの食物消費をモニタするフロー図例である
。
【図６】本明細書で説明するいくつかの実装に使用できるコンピュータシステム例のブロ
ック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書で説明する実装は、テレビユーザの健康状態をモニタして報告するものである
。いくつかの実装では、システムが、ユーザの１又は２以上の活動（例えば、座っている
、テレビを観ている、食べているなど）を検出する。人々は、かなりの時間をテレビ（Ｔ
Ｖ）の前に座って費やしている。これらの人々は、隠れた健康問題を有し、又は健康状態
が損なわれている恐れがある。システムは、心拍数などのユーザの１又は２以上の健康バ
イタルをモニタする。人々は、ＴＶの前に座っている間に不健康な振る舞いをしている可
能性がある。例えば、ＴＶ番組を観ながら物を食べ過ぎてしまうことがある。システムは
、人がＴＶを観ながら食べている食物のタイプをモニタすることもできる。システムは、
１又は２以上の活動及び１又は２以上の健康バイタルのモニタリングに基づいてさらにユ
ーザの健康状態を追跡する。さらに、システムは、健康状態に基づいて健康異常を検出し
、１又は２以上の所定のポリシーに基づいて健康異常に対応する。
【００１１】
　図１は、本明細書で説明するいくつかの実装に使用できるテレビ環境例１００のブロッ
ク図である。いくつかの実装では、テレビ環境１００が、装置１０４を含むテレビ１０２
を含む。テレビ１０２の装置１０４は、ユーザ１０８とユーザ１０８が食べている食物１
１０とを検出するための検出視野１０６を有する。テレビ１０２は、本明細書で説明する
実装を単独で又は他の装置との組み合わせで実行することができる。
【００１２】
　説明を容易にするために、図１にはテレビ１０２及び装置１０４のそれぞれにつき１つ
のブロックを示す。ブロック１０２及び１０４は、電気機器及び装置を表すことができる
。他の実装では、環境１００が、図示の全てのコンポーネントを有さないことも、及び／
又は本明細書に示す要素の代わりに又はこれらに加えて他のタイプの要素を含む他の要素
を有することもできる。例えば、テレビ１０２は、（単複の）リモコン装置、マイク、カ
メラ、及びユーザの行動／活動をモニタし、検出して追跡するためのその他のセンサを含
む統合及び／又は遠隔センサ（又はセンサアレイ）を含むことができる。本明細書でさら
に詳細に説明するように、システムは、健康問題を識別して予防する。システムは、ユー
ザが電子装置を着用又は携行する必要なく早期に確実に問題を検出する。
【００１３】
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　図２は、いくつかの実装による、テレビユーザの健康状態をモニタするフロー図例であ
る。本明細書でさらに詳細に説明するように、システムは、ユーザがテレビを観ている間
に自動的にユーザの健康状態及び傾向を追跡する。図１及び図２の両方を参照すると、方
法は、テレビ１０２などのシステムがユーザの１又は２以上の活動を検出するブロック２
０２から開始する。様々な実装では、システムが固定位置に存在する。例えば、システム
はテレビに関連する。
【００１４】
　本明細書でさらに詳細に説明するように、１又は２以上の活動はテレビを観ることを含
む。例えば、いくつかの実装では、システムが、ユーザがテレビの前の静止位置に存在す
る時点を検出することができる。いくつかの実装では、システムが、たとえユーザがテレ
ビを観ていない場合であってもユーザから情報を検出し続けることができる。システムは
、たとえテレビが待機モードにある場合でも動作し続けることができる。例えば、システ
ムは、ユーザがテレビを観ずにくつろいでいるかどうかを追跡することができる。
【００１５】
　様々な実装では、１又は２以上の活動が食べることを含む。様々な実装では、システム
が、ユーザが食べている食物のタイプを認識する。食物に関する実装例については、本明
細書においてさらに詳細に説明する。
【００１６】
　様々な実装では、１又は２以上の活動が運動を含む。例えば、システムは、ユーザがＴ
Ｖの前で運動している時点を検出することができる。いくつかの実装では、システムが、
ユーザが運動していることをパターン認識に基づいて検出することができる。例えば、シ
ステムは、健康体操（例えば、腕立て伏せ、腹筋運動、運動器具の使用、ヨガなど）など
の反復運動を検出することができる。多くのユーザは、ＴＶを観ながらトレーニングビデ
オに従い、又は運動器具を使用する。
【００１７】
　ブロック２０４において、システムはユーザの１又は２以上の健康バイタルをモニタす
る。様々な実装では、システムが、テレビのリモコン装置によって／を介して１又は２以
上の健康バイタルのモニタリングを行う。テレビのリモコン装置を利用した健康バイタル
のモニタリングに関する実装例については本明細書においてさらに詳細に説明する。様々
な実装では、健康バイタルのうちの少なくとも１つが心拍数である。
【００１８】
　いくつかの実装では、システムが、内蔵又は外部マイクを利用して声、呼吸、睡眠、パ
ターン、いびきなどの（基準からの）変化を感知することができる。この感知は、カメラ
の有無にかかわらず行うことができる。様々な実装では、マイクをＴＶのリモコン装置又
はスピーカシステムと一体化することができる。
【００１９】
　ブロック２０６において、システムは、１又は２以上の活動及び１又は２以上の健康バ
イタルのモニタリングに基づいてユーザの健康状態を追跡する。例えば、システムは、ユ
ーザの健康状態を検出するために音を記録し、局所的に又はクラウド内でデータ解析を使
用して、室内に誰が存在するか、生体測定的睡眠リズム、及び／又は動きパターンを検出
することができる。いくつかの実装では、システムが、内蔵カメラ又はＷｉ－Ｆｉ接続カ
メラを利用して赤外線ビデオを取り込むこともできる。システムは、ユーザがどのように
活動しているか（例えば、ユーザがどれほど食べているか、動いているかなど）を検出す
るために、このビデオを使用して動きパターンを追跡することができる。
【００２０】
　ブロック２０８において、システムは、健康状態に基づいて１又は２以上の健康異常を
検出する。様々な実装では、システムが、ベースラインを構築するために一定時間にわた
る行動パターンを決定して分析する。その後、システムは、健康問題を示している恐れが
ある悪化の傾向又は重要なシグナルを識別するために、現在のデータをベースラインと比
較することができる。
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【００２１】
　ブロック２１０において、システムは、１又は２以上の所定のポリシーに基づいて１又
は２以上の健康異常に対応する。例えば、いくつかの実装では、システムが、健康異常を
含むデータパターンをユーザに表示し、或いは認定介護士及び／又は家族とデータパター
ンを共有することができる。
【００２２】
　ステップ、動作又は計算は特定の順序で示しているかもしれないが、特定の実装では順
序を変更することもできる。特定の実装に応じて他の順序付けも可能である。いくつかの
特定の実装では、本明細書において順次的なものとして示す複数のステップを同時に実行
することもできる。また、いくつかの実装は、全てのステップを有さないことも、及び／
又は本明細書に示すステップの代わりに又はこれらに加えて他のステップを有することも
できる。
【００２３】
　図３は、本明細書で説明するいくつかの実装に使用できるテレビ環境例３００のブロッ
ク図である。テレビ３０２と、リモコン装置３０４の上面図３０４Ａ及び底面図３０４Ｂ
とを示す。また、リモコン装置３０４の生体測定センサ３０６及び３０８も示す。いくつ
かの実装では、ユーザがリモコン装置３０４を手に持つと、１又は２以上の生体測定セン
サ３０６及び３０８が（予め設定された生体測定記録に関する）ユーザのサインを感知し
、その基準からの差分を校正して様々な健康状態を推測する。例えば、生体測定センサは
、心拍数、電気皮膚反応（ＧＳＲ）及びユーザの指紋を検出して心拍数の異常を検出する
ことができる。
【００２４】
　いくつかの実装では、生体測定センサ３０６及び３０８が、ユーザの手にリモコンが握
られている時に心拍数及びＧＳＲデータを受動的に追跡することができる。リモコンの前
面の生体測定センサ３０６は、ユーザが電話機の前面に指を置いた時に能動的でより詳細
な心拍数測定を行うために使用することができる。同時に、内蔵カメラが感情、顔の表情
、瞳孔反応、顔の毛細血管反応を取り込むとともに、顔認識を使用して収集データを特定
の人々と照合することができる。内蔵マイクは、呼吸数及び呼吸タイプを追跡することが
できる。システムは、このデータを集約する。システムは、機械学習を含むアルゴリズム
を使用してデータを走査し、（カメラからの顔認識に基づいて）各人物のベースラインを
設定し、基準からの逸脱イベントを形成することができる。
【００２５】
　いくつかの実装では、カメラと顔認識、及び／又はマイクと音声認識を使用してユーザ
識別を設定することができる。これにより、電気皮膚反応又はコンダクタンス、心拍数、
顔の紅潮パターン、瞳孔拡張、呼吸パターン、及びその他の健康状態の受動追跡が可能に
なる。いくつかの実装では、システムを使用してモニタリングを行い、特定のテレビコン
テンツと生体測定センサによって検出された肯定的な感情反応とをペアリングすることに
よって個人向けコンテンツを供給することもできる。システムは、指紋センシングを使用
してテレビコンテンツへのアクセスを制御することにより、パレンタルロック個人識別番
号の代わりに機能することもできる。
【００２６】
　図４は、いくつかの実装による、生体測定センサを使用してテレビユーザの健康状態を
モニタするフロー図例である。本明細書でさらに詳細に説明するように、実装は、テレビ
のリモコン装置の１又は２以上の生体測定センサを使用してユーザのアイデンティティ及
びユーザの健康状態を検出する。図３及び図４の両方を参照すると、方法は、システムが
生体測定センサを使用してユーザのアイデンティティを検出するブロック４０２から開始
する。
【００２７】
　ブロック４０４において、システムは、ユーザの１又は２以上の健康バイタルをモニタ
する。本明細書でさらに詳細に説明するように、システムは、１又は２以上の統合生体測
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定センサを備えたテレビのリモコン装置などの装置を使用して健康バイタルをモニタする
ことができる。この１又は複数の特定の装置は、特定の実装に応じて異なることができる
。例えば、いくつかの実装では、システムが、いずれかの受動的に収集されたデータを増
補するために装着式センサ（ｂｏｄｙ－ｗｏｒｎ　ｓｅｎｓｏｒｓ）と通信することがで
きる。
【００２８】
　ブロック４０６において、システムは、１又は２以上の健康バイタルをユーザに関連す
るベースラインと比較する。いくつかの実装では、システムが、１又は２以上の装置の１
又は２以上のセンサからの健康バイタルデータを集約し、このデータをユーザベースライ
ンと比較することができる。様々な実装では、システムが、複数の健康バイタルを複数の
対応するベースライン（例えば、心拍数、血圧、糖値など）と比較することができる。特
定のベースラインは、特定の実装に応じて異なることができる。
【００２９】
　ブロック４０８において、システムは、１又は２以上のポリシーに基づいて１又は２以
上の健康異常に対応する。システムは、パターンを追跡し、ユーザが抱えている可能性が
あるいずれかの問題のある健康状態に対してユーザに警告し、又は（子供が特定のコンテ
ンツを見続けるために運動を必要とすることなどの）ユーザがより健康的な習慣を管理す
るのに役立つことができる。システムは、この情報を各所定の人物の健康レポートとして
公開し、より深刻な問題のための又は行動を改めるための通知としてユーザにプッシュ配
信することもできる。
【００３０】
　ステップ、動作又は計算は特定の順序で示しているかもしれないが、特定の実装では順
序を変更することもできる。特定の実装に応じて他の順序付けも可能である。いくつかの
特定の実装では、本明細書において順次的なものとして示す複数のステップを同時に実行
することもできる。また、いくつかの実装は、全てのステップを有さないことも、及び／
又は本明細書に示すステップの代わりに又はこれらに加えて他のステップを有することも
できる。
【００３１】
　図５は、いくつかの実装による、テレビユーザの食物消費をモニタするフロー図例であ
る。本明細書でさらに詳細に説明するように、実装は、食物の識別及びユーザの食物消費
のログ記録を実行する。図１及び図５の両方を参照すると、方法は、ユーザが食物を食べ
ている時点をシステムが検出するブロック５０２から開始する。例えば、ユーザは、ＴＶ
を観ながら何か食べていることがある。システムは、ユーザに向けられたＴＶ搭載カメラ
又はその他のカメラを利用して、ユーザが食物を食べている時点を検出するとともに、顔
認識によってユーザを識別することができる。いくつかの実装では、システムが、パター
ン認識を使用して摂食活動を識別する。いくつかの実装では、システムが、食べる速さ、
咀嚼習慣（ｃｈｅｗｉｎｇ　ｈａｂｉｔｓ）及び姿勢をモニタしてログ記録することもで
きる。
【００３２】
　ブロック５０４において、システムは食物を識別する。いくつかの実装では、システム
が、１又は２以上のカメラ及び画像認識を使用して食物を識別することができる。システ
ムは、認識された食べている食物及び食べている量のパターンを捕捉してカロリー量を計
算する。いくつかの実装では、システムが、適切な食物データベースを参照することによ
って栄養素などの他の情報を判定することもできる。いくつかの実装では、システムが、
誤って認識された食物をユーザが訂正することを可能にすることができる。例えば、シス
テムは、特定の食物を識別して、その食物が正しく識別されているかどうかをユーザが確
認するように求めることができる。システムは、識別された食物のリストをユーザが見直
して食物が正しく識別されているかどうかを確認することを後で行えるようにするユーザ
インターフェイスを提供することもできる。
【００３３】
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　いくつかの実装では、食物のサイズ又は量を既知の物体（例えば、皿、ユーザの手など
）と比較することによって量を計算することができる。或いは、２つのカメラを使用して
量を推定することもできる。システムは、包括的食物データベース及び高度画像認識技術
にアクセスし、各料理の栄養値を正確に認識して計算することができる。システムは、分
析をさらに正確にするために、ユーザが過去に要求したレシピなどの他の食物関連情報に
アクセスすることもできる。
【００３４】
　ブロック５０６において、システムは食物をログ記録する。システムは、画像認識技術
によって認識された食物をログ記録することができる。システムは、食べている食物を自
動的に記録して追跡する。これにより、ユーザが能動的に食物をログ記録する必要性が排
除される。ユーザは、自身の食物消費を手動でログ記録し、場合によってはそのデータ収
集を消費量又は消費時間に関する主観的入力で歪ませてしまわずに済む。ユーザの食物消
費は客観的に追跡される。
【００３５】
　ブロック５０８において、システムは、食物に関連するフィードバックをユーザに提供
する。これにより、ユーザは、減量のために、又は他の健康的理由で食物の制御及びモニ
タリングを行うために、自身の食物消費をモニタすることができる。例えば、ＴＶを観な
がらつい食べ過ぎてしまう人もいる。システムは、自分がどれほど食べているかをユーザ
に気付かせるように通知又は提案を行うことができる。
【００３６】
　ステップ、動作又は計算は特定の順序で示しているかもしれないが、特定の実装では順
序を変更することもできる。特定の実装に応じて他の順序付けも可能である。いくつかの
特定の実装では、本明細書において順次的なものとして示す複数のステップを同時に実行
することもできる。また、いくつかの実装は、全てのステップを有さないことも、及び／
又は本明細書に示すステップの代わりに又はこれらに加えて他のステップを有することも
できる。
【００３７】
　図６は、本明細書で説明するいくつかの実装に使用できるコンピュータシステム例６０
０のブロック図である。例えば、コンピュータシステム６００は、図１のテレビ１０２を
実装して、本明細書で説明した実装を実行するために使用することができる。いくつかの
実装では、コンピュータシステム６００が、プロセッサ６０２と、オペレーティングシス
テム６０４と、メモリ６０６と、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェイス６０８とを含む
ことができる。様々な実装では、プロセッサ６０２を使用して、本明細書で説明した様々
な機能及び特徴を実装するとともに、本明細書で説明した方法の実装を実行することもで
きる。プロセッサ６０２は、本明細書で説明した実装を実行するものとして説明している
が、説明したステップは、コンピュータシステム６００のいずれかの好適なコンポーネン
ト又はコンポーネントの組み合わせ、或いはコンピュータシステム６００又はいずれかの
好適なシステムに関連するいずれかの好適な１又は複数のプロセッサが実行することもで
きる。本明細書で説明した実装は、ユーザ装置、サーバ、又はこれらの組み合わせにおい
て実行することもできる。
【００３８】
　コンピュータシステム６００は、メモリ６０６又は他のいずれかの好適な記憶位置又は
コンピュータ可読媒体に記憶することができるソフトウェアアプリケーション６１０も含
む。ソフトウェアアプリケーション６１０は、本明細書で説明した実装及びその他の機能
をプロセッサ６０２が実行できるようにする命令を与える。ソフトウェアアプリケーショ
ンは、１又は２以上のネットワーク及びネットワーク通信に関連する様々な機能を実行す
るネットワークエンジンなどのエンジンを含むこともできる。コンピュータシステム６０
０のコンポーネントは、１又は２以上のプロセッサ又はハードウェア装置のいずれかの組
み合わせ、及びハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアなどのいずれかの組み合わ
せによって実装することができる。
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【００３９】
　説明を容易にするために、図６には、プロセッサ６０２、オペレーティングシステム６
０４、メモリ６０６、Ｉ／Ｏインターフェイス６０８及びソフトウェアアプリケーション
６１０のそれぞれにつき１つのブロックを示す。これらのブロック６０２、６０４、６０
６、６０８及び６１０は、複数のプロセッサ、オペレーティングシステム、メモリ、Ｉ／
Ｏインターフェイス及びソフトウェアアプリケーションを表すこともできる。様々な実装
では、コンピュータシステム６００が、図示の全てのコンポーネントを有さないことも、
及び／又は本明細書に示す要素の代わりに又はこれらに加えて他のタイプの要素を含む他
の要素を有することもできる。
【００４０】
　特定の実施形態に関して説明を行ったが、これらの特定の実施形態は例示的なものにす
ぎず、限定的なものではない。これらの実施例に示す概念は、他の実施例及び実装に適用
することもできる。
【００４１】
　様々な実装では、１又は２以上のプロセッサによって実行されるソフトウェアが１又は
２以上の非一時的コンピュータ可読媒体に符号化される。ソフトウェアは、１又は２以上
のプロセッサによって実行された時に、本明細書で説明した実装及びその他の機能を実行
する。
【００４２】
　特定の実施形態のルーチンの実装には、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｊａｖａ、アセンブリ言語などを
含むいずれかの好適なプログラム言語を使用することができる。手続き型又はオブジェク
ト指向型などの異なるプログラミング技術を使用することができる。これらのルーチンは
、単一の処理装置又は複数のプロセッサ上で実行することができる。ステップ、動作又は
計算については特定の順序で示しているかもしれないが、異なる特定の実施形態ではこの
順序を変更することができる。いくつかの特定の実施形態では、本明細書において連続的
するものとして示した複数のステップを同時に実行することもできる。
【００４３】
　特定の実施形態は、命令実行システム、装置、システム又はデバイスが使用する、或い
はこれらに接続された（機械可読記憶媒体とも呼ばれる）非一時的コンピュータ可読記憶
媒体に実装することができる。特定の実施形態は、ソフトウェア又はハードウェア又はこ
れらの組み合わせにおける制御ロジックの形で実装することもできる。制御ロジックは、
１又は２以上のプロセッサによって実行された時に、本明細書で説明した実装及びその他
の機能を実行することができる。例えば、実行可能命令を含むことができる制御ロジック
の記憶には、ハードウェア記憶装置などの有形媒体を使用することができる。
【００４４】
　特定の実施形態は、プログラムされた汎用デジタルコンピュータを使用することによっ
て、及び／又は特定用途向け集積回路、プログラマブル論理装置、フィールドプログラマ
ブルゲートアレイ、光学、化学、生物学、量子又はナノエンジニアリングシステム、コン
ポーネント及び機構を使用することによって実装することができる。一般に、特定の実施
形態の機能は、当業で周知のあらゆる手段によって実現することができる。分散型ネット
ワークシステム、コンポーネント及び／又は回路を使用することもできる。データの通信
又は転送は、有線、無線又は他のいずれかの手段によるものとすることができる。
【００４５】
　「プロセッサ」は、データ、信号又はその他の情報を処理するいずれかの好適なハード
ウェア及び／又はソフトウェアシステム、機構又はコンポーネントを含むことができる。
プロセッサは、汎用中央処理装置、複数の処理装置、機能を実現するための専用回路又は
その他のシステムを有するシステムを含むことができる。処理は、地理的位置に制限され
る必要も、又は時間的制限を有する必要もない。例えば、プロセッサは、その機能を「リ
アルタイム」、「オフライン」、「バッチモード」などで実行することができる。処理の
一部は、異なる（又は同じ）処理システムが異なる時点に異なる場所で実行することもで



(11) JP 2021-532922 A 2021.12.2

10

20

30

きる。コンピュータは、メモリと通信するいずれかのプロセッサとすることができる。メ
モリは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、磁気記憶
装置（ハードディスクドライブなど）、フラッシュ、光学記憶装置（ＣＤ又はＤＶＤなど
）、磁気又は光ディスク、或いはプロセッサによって実行される命令（例えば、プログラ
ム又はソフトウェア命令）を記憶するのに適したその他の有形媒体などの電子的記憶装置
を含むいずれかの好適なデータストレージ、メモリ及び／又は非一時的コンピュータ可読
記憶媒体とすることができる。例えば、実行可能命令を含むことができる制御ロジックの
記憶には、ハードウェア記憶装置などの有形媒体を使用することができる。命令は、例え
ばサーバ（例えば、分散システム及び／又はクラウドコンピューティングシステム）から
配信されるサービス型ソフトウェア（ＳａａＡ）などの形態の電気信号に含めて電気信号
として提供することもできる。
【００４６】
　また、特定の用途に従って有用である時には、図面／図に示す要素のうちの１つ又は２
つ以上をより分離又は統合された形で実装し、或いはいくつかの事例では除去又は動作不
能とすることもできると理解されるであろう。上述した方法のいずれかをコンピュータが
実行できるようにする、機械可読媒体に記憶できるプログラム又はコードを実装すること
も本発明の趣旨及び範囲に含まれる。
【００４７】
　本明細書及び以下の特許請求の範囲全体を通じて使用する「１つの（英文不定冠詞）」
及び「その（英文定冠詞）」は、文脈において別途明確に示していない限り複数形の照応
を含む。また、本明細書及び以下の特許請求の範囲全体を通じて使用する「～内（ｉｎ）
」の意味は、文脈において別途明確に示していない限り、「～内（ｉｎ）」及び「～上（
ｏｎ）」の意味を含む。
【００４８】
　以上、本明細書では特定の実施形態について説明したが、上述した開示では修正、様々
な変更及び置換の自由が意図されており、いくつかの例では、記載した範囲及び趣旨から
逸脱することなく、特定の実施形態のいくつかの特徴が対応する他の特徴の使用を伴わず
に使用されると理解されたい。従って、特定の状況又は材料を基本的範囲及び趣旨に適合
させるように多くの修正を行うことができる。
【符号の説明】
【００４９】
４０２　生体測定センサを使用してユーザのアイデンティティを検出
４０４　ユーザの健康バイタルをモニタ
４０６　健康バイタルをユーザに関連するベースラインと比較
４０８　所定のポリシーに基づいて健康異常に対応
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